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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和1年10月24日(2019.10.24)

【公表番号】特表2018-531231(P2018-531231A)
【公表日】平成30年10月25日(2018.10.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-041
【出願番号】特願2018-515121(P2018-515121)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月9日(2019.9.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連続疎水性担体、５～２４重量％の１つまたは複数の揮発性シリコーン油、および複数
の薬物ナノ粒子を含む、薬物ナノ粒子の皮膚中への浸透を増強するための組成物であって
、
　該薬物ナノ粒子の平均粒径（個数基準）が０．１ミクロン～１．５ミクロンであり、
　該組成物がＣ１～Ｃ５脂肪族アルコールを含まず、かつ
　薬物ナノ粒子がタキサンナノ粒子である、
　組成物。
【請求項２】
　揮発性シリコーン油がシクロメチコンである、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
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　シクロメチコンがシクロペンタシロキサンである、請求項２記載の組成物。
【請求項４】
　疎水性担体が炭化水素を含む、請求項１～３のいずれか一項記載の組成物。
【請求項５】
　炭化水素がワセリン、鉱油、もしくはパラフィンワックス；またはそれらの混合物であ
る、請求項４記載の組成物。
【請求項６】
　タキサンナノ粒子がパクリタキセルナノ粒子、ドセタキセルナノ粒子、またはカバジタ
キセルナノ粒子である、請求項１～５のいずれか一項記載の組成物。
【請求項７】
　タキサンナノ粒子がパクリタキセルナノ粒子である、請求項６記載の組成物。
【請求項８】
　パクリタキセルナノ粒子が少なくとも１８ｍ２／ｇの比表面積（ＳＳＡ）を有する、請
求項７記載の組成物。
【請求項９】
　半固体組成物である、請求項１～８のいずれか一項記載の組成物。
【請求項１０】
　半固体組成物が軟膏である、請求項９記載の組成物。
【請求項１１】
　Ｔ－Ｅスピンドルを備えヘリパスをオンにしたヘリパススタンド上のＢｒｏｏｋｆｉｅ
ｌｄ　ＲＶ粘度計により、１０ＲＰＭ、室温で４５秒間測定して、前記組成物の粘度が２
５，０００ｃｐｓ～５００，０００ｃｐｓである、請求項９または１０記載の組成物。
【請求項１２】
　揮発性シリコーン油がシクロペンタシロキサンであり；
　連続疎水性担体が不揮発性かつ非極性であり、該組成物の５０重量％より多く、ワセリ
ン、重鉱油、およびパラフィンワックスを含み；
　該組成物が無水半固体軟膏である、
請求項１記載の組成物。
【請求項１３】
　シクロペンタシロキサン以外に追加の皮膚浸透増強剤も追加の揮発性溶媒も含まず；か
つ
　界面活性剤を含まない、
請求項１２記載の組成物。
【請求項１４】
　薬物ナノ粒子がパクリタキセルナノ粒子であり、パクリタキセルナノ粒子が０．１～５
重量％の濃度であり、かつ前記組成物がタンパク質またはアルブミンを含まない、請求項
１２または１３記載の組成物。
【請求項１５】
　タキサンナノ粒子が０．１～５重量％の濃度である、請求項１記載の組成物。
【請求項１６】
　連続疎水性担体、５～２４重量％の１つまたは複数の揮発性シリコーン油、および複数
の薬物ナノ粒子を含む疎水性組成物であって、
　該薬物ナノ粒子の平均粒径（個数基準）が０．１ミクロン～１．５ミクロンであり、
　該組成物がＣ１～Ｃ５脂肪族アルコールを含まず、かつ
　薬物ナノ粒子がタキサンナノ粒子である、
疎水性組成物。
【請求項１７】
　揮発性シリコーン油がシクロメチコンである、請求項１６記載の組成物。
【請求項１８】
　シクロメチコンがシクロペンタシロキサンである、請求項１７記載の組成物。
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【請求項１９】
　疎水性担体が炭化水素を含む、請求項１６～１８のいずれか一項記載の組成物。
【請求項２０】
　炭化水素がワセリン、鉱油、もしくはパラフィンワックス；またはそれらの混合物であ
る、請求項１９記載の組成物。
【請求項２１】
　タキサンナノ粒子がパクリタキセルナノ粒子、ドセタキセルナノ粒子、またはカバジタ
キセルナノ粒子である、請求項１６～２０のいずれか一項記載の組成物。
【請求項２２】
　タキサンナノ粒子がパクリタキセルナノ粒子である、請求項２１記載の組成物。
【請求項２３】
　パクリタキセルナノ粒子が少なくとも１８ｍ２／ｇの比表面積（ＳＳＡ）を有する、請
求項２２記載の組成物。
【請求項２４】
　半固体組成物である、請求項１６～２３のいずれか一項記載の組成物。
【請求項２５】
　半固体組成物が軟膏である、請求項２４記載の組成物。
【請求項２６】
　Ｔ－Ｅスピンドルを備えヘリパスをオンにしたヘリパススタンド上のＢｒｏｏｋｆｉｅ
ｌｄ　ＲＶ粘度計により、１０ＲＰＭ、室温で４５秒間測定して、前記組成物の粘度が２
５，０００ｃｐｓ～５００，０００ｃｐｓである、請求項２４または２５記載の組成物。
【請求項２７】
　揮発性シリコーン油がシクロペンタシロキサンであり；
　連続疎水性担体が不揮発性かつ非極性であり、該組成物の５０重量％より多く、ワセリ
ン、重鉱油、およびパラフィンワックスを含み；
　該組成物が無水半固体軟膏である、
請求項１６記載の組成物。
【請求項２８】
　シクロペンタシロキサン以外に追加の皮膚浸透増強剤も追加の揮発性溶媒も含まず；か
つ
　界面活性剤を含まない、
請求項２７記載の組成物。
【請求項２９】
　薬物ナノ粒子がパクリタキセルナノ粒子であり、パクリタキセルナノ粒子が０．１～５
重量％の濃度であり、かつ前記組成物がタンパク質またはアルブミンを含まない、請求項
２７または２８記載の組成物。
【請求項３０】
　タキサンナノ粒子が０．１～５重量％の濃度である、請求項１６記載の組成物。
【請求項３１】
　タキサンナノ粒子が結晶性タキサンナノ粒子である、請求項１記載の組成物。
【請求項３２】
　前記組成物の５０重量％より多い連続疎水性担体、および前記組成物の０．１～５重量
％より多い結晶性タキサンナノ粒子を含む、請求項３１記載の組成物。
【請求項３３】
　半固体軟膏であり、抗生物質および噴射剤を含まない、請求項３２記載の組成物。
【請求項３４】
　タキサンナノ粒子が結晶性タキサンナノ粒子である、請求項１６記載の組成物。
【請求項３５】
　前記組成物の５０重量％より多い連続疎水性担体、および前記組成物の０．１～５重量
％より多い結晶性タキサンナノ粒子を含む、請求項３４記載の組成物。
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【請求項３６】
　半固体軟膏であり、抗生物質および噴射剤を含まない、請求項３５記載の組成物。
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